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東
京
電
力
福
島
第
一
原
発

事
故
か
ら
１５
年
を
迎
え
た
３

月
１１
日
、
原
子
力
規
制
委
員

会
の
山
中
伸
介
委
員
長
は
、

中
部
電
力
に
よ
る
浜
岡
原
発

の
基
準
地
震
動
デ
ー
タ
の

捏ね
つ
ぞ
う造

な
ど
原
発
を
抱
え
る
電

力
会
社
の
不
祥
事
が
相
次
い

で
い
る
こ
と
を
受
け
、
「
安

全
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
に
対

す
る
取
り
組
み
方
が
劣
化
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と

懸
念
を
示
し
た
。
果
た
し
て
、

こ
の
よ
う
な
中
部
電
力
に
運

転
主
体
と
し
て
の
適
格
性
は

あ
る
の
か
。

　

原
子
力
規
制
委
員
会
も
ま

た
、
実
際
に
は
原
発
推
進
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
規
制
委
は
既
存

原
発
の
再
点
検
は
行
わ
な
い

と
い
う
実
質
的
な
黙
認
を

し
、
内
部
通
報
が
な
け
れ
ば

不
正
を
見
抜
け
て
い
な
か
っ

た
。
そ
も
そ
も
規
制
委
は
原

発
の
安
全
を
証
明
す
る
の
で

は
な
く
、
新
規
制
基
準
に
合

致
し
た
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
組
織
だ
と
さ
れ
る
。
で
は

一
体
、
誰
が
原
発
の
安
全
性

に
責
任
を
持
つ
の
か
。

　

こ
う
し
た
中
で
避
難
者
の

訴
訟
に
対
し
、
最
高
裁
は
事

実
上
、
福
島
原
発
事
故
の
責

任
は
国
に
な
い
と
す
る
論
理

を
打
ち
出
し
た
。
下
級
審
も

福
島
原
発
事
故
の
被
害
補
償

裁
判
で
国
の
責
任
を
認
め
な

い
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
現

政
権
は
原
発
の
建
設
と
稼
働

に
乗
り
出
し
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
用
い
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
の
大
転
換
を
後
景

に
押
し
や
っ
て
い
る
。

　

安
全
性
の
確
保
が
危
ぶ
ま

れ
る
以
上
、
原
発
を
抱
え
る

自
治
体
は
、
万
一
に
備
え
た

対
策
が
欠
か
せ
な
い
。
協
会

は
、
浜
岡
原
発
立
地
の
静
岡

県
知
事
に
対
し
て
、
安
全
性

を
確
保
で
き
な
い
場
合
、
原

発
の
再
稼
働
を
認
め
な
い
よ

う
今
年
１
月
に
要
望
し
た
。

し
か
し
未
だ
回
答
は
な
い
。

担
当
課
長
と
昨
年
懇
談
し
た

際
も
、
原
発
の
ア
ラ
ー
ト
や

異
常
を
軽
微
な
も
の
で
も
県

が
即
時
把
握
で
き
る
仕
組
み

を
構
築
す
る
よ
う
提
案
し
た

が
、
実
行
す
る
気
は
な
い
よ

う
な
返
答
で
あ
っ
た
。
神
奈

川
県
は
浜
岡
原
発
事
故
時
の

二
次
避
難
先
で
あ
り
、
事
故

時
に
放
射
性
物
質
が
神
奈
川

県
方
面
に
ど
の
程
度
流
れ
る

か
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は

重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら

し
な
い
方
針
で
あ
っ
た
。

　

東
電
福
島
第
一
原
発
事
故

で
は
、
放
射
性
物
質
の
３
分

の
２
が
東
方
の
海
上
に
流
れ

た
。
従
っ
て
、
浜
岡
原
発
で

過
酷
な
事
故
が
起
き
る
と
横

浜
市
を
は
じ
め
神
奈
川
県
は

深
刻
な
放
射
能
汚
染
を
受
け

る
恐
れ
が
高
い
。
し
か
し
、

▽
安
全
対
策
の
監
督
を
す
る

国
の
事
故
責
任
が
問
わ
れ
な

い
、
▽
原
発
運
営
事
業
者
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
欠
如
が
放
置
さ

れ
て
い
る
、
▽
原
発
が
稼
働

し
な
く
て
も
自
治
体
・
事
業

者
が
潤
う
原
子
力
ム
ラ
の
構

造
が
残
っ
て
い
る
―
こ
う
し

た
状
況
下
で
は
、
安
全
対
策

の
強
化
だ
け
で
な
く
、
運
営

主
体
者
の
責
任
や
能
力
を
厳

し
く
検
証
す
る
制
度
が
必
要

で
あ
る
。

原
発
運
営
、
適
格
性
を
問
う

2026 年実施予定

雇用関連法の主な変更点
　近年、雇用を巡る法制度は大きな転換期を

迎えています。少子高齢化の進行、働き方の

多様化、ハラスメント問題などを背景に、雇

い主に求められる責任は年々増大しています。

　2026年中に予定されている雇用関連の法

改正のうち、特に実務への影響が大きい4点

について紹介します。

1.扶養認定における

　　　労働条件通知書の提出義務化 【4月改定】

　2026年4月1日以降、健康保険の被扶養者
認定において、労働条件通知書等の労働契
約の内容が分かる書類を添付することが、

原則として求められるようになります。ま

た、認定対象者に給与収入以外の収入（事

業収入等）が無い場合、「給与収入のみであ

る」旨の申立てが必要になります。働き方

が多様化する中で、従来の収入見込みの申

告を中心とした扶養認定では、実態把握が

困難になってきたことが背景にあります。

元々、労働条件通知書は、労働契約の成
立時に事業主が労働者に対して書面で交付
することが労働基準法で義務付けられてい
ます（労働基準法第15条）。今回の改正によ

り、配偶者の扶養に入っている短時間勤務

の従業員が多い医療機関では、労働条件通

知書の交付が今まで以上に重要になります。

　労働条件通知書が交付されていても、

といった場合は、年間の収入見込みが判断

できず、被扶養者として認められない、認

定に時間がかかるといったトラブルの原因

となりかねません。労働条件通知書の確実

な交付および記載内容の整備が、これまで

以上に求められます。

2.高年齢労働者の労災防止対策の義務化

 【4月改定】

　2026年4月1日以降、労働安全衛生法の改

正に伴い、高年齢労働者（60歳以上）の安
全と健康確保のための労災防止措置が、事
業者の努力義務として法制化されます。少

子高齢化が進行する中、高齢者が医療現場

で活躍する場面は着実に増えています。し

かし、加齢に伴い転倒リスクの増加、反応

速度や筋力の低下等は避けられません。

　労働契約法第5条は、「使用者は、労働契

約に伴い、労働者がその生命、身体等の安

全を確保しつつ労働することができるよう、

必要な配慮をするものとする」と定めてい

ます。

　今後はこの一般的な安全配慮義務に加え
て、高齢者の健康や体力の状況に応じた具
体的な配慮内容がより強く求められるよう

になります。

　具体的には、

等が求められます。現時点で事業主に求め

られるのは努力義務ですが、万一事故や労

災等が発生した場合、「高齢であることを考

慮していなかった」という点そのものが、

行政や裁判所の判断に影響を与える可能性

もあります。

　これまで高齢者雇用を巡っては、定年延

長や継続雇用制度といった「雇用の継続」

に重点が置かれてきました。今後は、高齢

者雇用について「雇用を継続しているか」

だけでなく、「安全に働ける環境を整えてい

るか」が問われるようになります。

3.子ども ・ 子育て支援金制度の創設と

 医療機関への影響 【4月～5月】

　少子化が急速に進行する中、子育て支援

を社会全体で支える名目で、社会保険負担
増となる子ども・子育て支援金制度が導入

されます。子育て支援施策の安定的な財源

確保を目的とし、医療保険に上乗せする形

で支援金を徴収する制度となっています。

　既に導入されている「子ども・子育て拠

出金」とは、名称は似ていますが異なる制

度です。子ども・子育て「拠出金」は全額

事業主負担となりますが、子ども・子育て「支

援金」は健保組合等の被用者保険に加入し

ている場合、従業員と事業主で原則折半し

ます。2026年度の料率は標準報酬月額の
0.23％であり、4月分保険料(5月給与)から
拠出することになるため、予め従業員に周

知するとともに、給与計算の際には注意が

必要です。

4.カスタマーハラスメント防止義務化【10月予定】

　2026年10月にカスタマーハラスメント防

止が義務化される予定です。2025年4月に東

京都では既に条例として制定されています

が、国としても法制化され、事業主に対応

が求められます。

　これまで、ハラスメント対策といえば、

セクハラ・パワハラなど「職場内」で発生

する問題が中心でしたが、顧客からの暴言

や人格否定、長時間に及ぶ執拗なクレーム、

土下座要求や過剰な謝罪の強要といった行

為により、従業員が精神的に追い込まれ休

職・退職してしまう事例が多く見られるよ

うになりました。医療機関においても、い

わゆるペイシェントハラスメントが大きく

問題視されています。こうした外部からの

加害行為についても、労働者の安全と健康

を守るという観点から、事業主にも一定の

環境整備等を求める流れとなっています。

　対応内容としては、

等が求められます。

　義務化までに患者からの「どこまでが正

当なクレームで、どこからがハラスメント

行為なのか」を医療機関として明確にし、

従業員が安心して業務に専念できる環境を

整えることが必要です。

■まとめ

　直近の雇用関連の制度変更は、扶養認定

における必要書類の変更、高齢者に対する

安全配慮、子ども・子育て支援金制度への

対応、カスタマーハラスメントへの組織的

対応と多岐にわたります。日常診療で忙し

い中ではありますが、人材獲得競争が激し

くなる中で、今後の雇用管理においては、

法令遵守を出発点としつつ、従業員一人ひ

とりの働き方や生活に目を向けた丁寧な対

応が求められます。

・  所定労働時間や賞与 ・ 諸手当の有無の記
載が曖昧

・ 実態と異なる条件が記載されている

・  身体機能の低下による労働災害を防止する
ため施設、 設備、 装置等の改善

・  敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労
働者の特性を考慮して作業内容等の見直し

・ カスハラに対する基本方針の明文化

・ 相談窓口や報告体制の整備

・ 発生時の対応手順の策定

・ 従業員向けの教育 ・ 研修

※東京保険医新聞2026年3月5日号より転載（一部編集）

相模原支部研究会相模原支部研究会

「自院の強み」「自院の強み」
伝わる工夫で採用へ伝わる工夫で採用へ

　相模原支部は3月26日、支部研究会を

ユニコムプラザさがみはらとWEB併用

で開催した。テーマを「2026年医療業界

の採用最前線―人材不足時代の採用・定

着・ 組 織 づ く り ―」 と し て 株 式 会 社

Dental Happyの野﨑卓朗氏が講演し、14

名が参加した。

　氏は現在を売り手市場の“求職者が就

職先をジャッジする時代”だとし、面接の重要性に触れた。

求職者が入社したいと思える「自院の強み」が伝わる施設見

学や体験、WEBサイトの運用を通じ、効果的に面接へ繋げ

る必要があると強調した。また、“採用に至るまでの公式”

として、「インプレッション数×クリック率×応募率×訪問

率×採用率＝採用数」を示し、自院のイメージ画像を含めた

魅力的なWEB広告づくりや、「求める人材が閲覧する媒体・

WEBサービスは何か？」の検討―等、採用戦略についても

事例を交え詳説。参加者からの切実な悩みにも回答した。

　なお、本研究会はアーカイブ配信を行っているため、詳し

くは協会ホームページ内の「KANAHOI TV」をご覧いただ

きたい。

講師の野﨑氏


